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			十和田市空き家バンク【申請方法】

			
									物件を登録（売却・賃貸）したい方


 


１．申請の流れ


[image: ]

 


※空き家バンクへの登録期間は2年間となっており、更新することも可能です。


※空き家だけではなく、空き店舗・空き地の登録も可能です。


※空き家バンクへの登録費用はかかりませんが、協力業者と仲介契約を締結して、売買（賃貸借）契約をしてもらうため、協力業者への仲介手数料は発生します。


２．必要書類


1.登録申請書【様式第1号】[image: PDFファイル](76KB)


　登録申請書【様式第1号】[image: ワードファイル](13KB)


2.申請に関する確認書【様式第2号】[image: PDFファイル](86KB)


　申請に関する確認書【様式第2号】[image: ワードファイル](13KB)


3.登録カード【様式第3号】[image: PDFファイル](161KB)


　登録カード【様式第3号】[image: エクセルファイル](58KB)


4.本人確認書類（運転免許証等の写し）


5.空き家の外観及び内観の写真


6.空き家の登記事項証明書の写し


7.仲介に係る契約書の写し※仲介契約を締結している場合。


8.申請に関する共有持分権者確認書【様式第4号】[image: PDFファイル](88KB)※空き家等の共有持分権者がいる場合。


　申請に関する共有持分権者確認書【様式第4号】[image: ワードファイル](46KB)





※空き家所有者本人でない方が代理で申請をする際は、委任状を添付してください。


	委任状【参考様式】[image: PDFファイル](41KB)



     委任状【参考様式】[image: ワードファイル](41KB)


 


３．登録後


※登録内容を変更（取下げ）する場合に提出してください。


	登録内容変更（取下げ）承認申請書 【様式第8号】[image: PDFファイル](55KB)



     登録内容変更（取下げ）承認申請書 【様式第8号】[image: ワードファイル](46KB)


 


 


物件を利用（購入・賃借）したい方


 


１．利用（購入・賃借）の流れ


[image: ]


 


２．利用登録者制度


利用登録者として登録すると、空き家バンクに登録された物件に関する情報の提供を受けることができます。


利用登録の期間は2年間となっており、更新することも可能です。


 


【必要書類】


1.利用登録者登録申請書【第11号様式】[image: PDFファイル](99KB)


　利用登録者登録申請書【第11号様式】[image: ワードファイル](16KB)


2.本人確認書類（運転免許証等の写し）


 


※利用登録者としての情報を変更（取下げ）したい場合に提出してください。


	利用登録者変更（取下げ）承認申請書【第13号様式】[image: PDFファイル](57KB)



     利用登録者変更（取下げ）承認申請書【第13号様式】[image: ワードファイル](15KB)


 


 


協力事業者の登録をしたい方


 


１．申請の流れ


[image: ]


 


２．必要書類


1.協力事業者登録申請書【第16号様式】[image: PDFファイル](72KB)


　協力事業者登録申請書【第16号様式】[image: ワードファイル](14KB)


2.登記事項証明書の写し（法人の場合）


3.本人確認書類（運転免許証の写し）（個人の場合）


4.宅地建物取引業の免許証の写し


5.協力事業者に関する確認書【第17号様式】[image: PDFファイル](77KB)


　協力事業者に関する確認証【第17号様式】[image: ワードファイル](14KB)


 


※協力業者としての登録内容を変更（取下げ）する場合に提出してください。


	協力事業者登録変更（取下げ）承認申請書【様式第19号】[image: PDFファイル](66KB)



     協力事業者登録変更（取下げ）承認申請書【様式第19号】[image: ワードファイル](13KB)


 


３．登録後


※市から空き家バンク登録に係る協力依頼があった際に、30日以内に提出してください。


	協力結果報告書【様式第6号】[image: PDFファイル](69KB)



     協力結果報告書【様式第6号】[image: ワードファイル](48KB)


 


※売買（賃貸）契約の仲介をした際に、提出してください。


	仲介契約結果報告書【様式第22号】[image: PDFファイル](64KB)



     仲介契約結果報告書【様式第22号】[image: ワードファイル](14KB)

									

			
			
			
この記事へのお問い合わせ


都市整備建築課　都市政策・空き家対策係
	電話：0176-51-6735
	メール：toshiken@city.towada.lg.jp
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				十和田市役所（法人番号2000020022063）
	〒034-8615　十和田市西十二番町6-1
	電話番号： 0176(23)5111（代表）
	開庁時間：午前8時30分～午後5時15分
	休庁日　：土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始（12月29日～1月3日）
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